
グループホームいがしま 運営規定 

 
第１条（事業の目的） 

この運営規程は、一般社団法人いがしまが設置するグループホームいがしま（以下「事業

所」という。）が行う、指定認知症対応型共同生活介護事業及び指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業（以下「事業」という。）を通して、要介護状態又は要支援状態（た

だし、要支援２の認定を受けた者に限る。以下同じ。）にある認知症の状態にある者に対

し、適切な指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護

（以下「サービス」という。）を提供することを目的とする。 

 
第２条（基本方針） 

事業所の介護従事者は、認知症対応型共同生活介護及び介護予防の提供にあたり、共同生

活住居において、家庭的な環境の下で、入浴、排泄、食事などの介護その他の日常生活上

の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力の応じ自立した日常生活

を営むことが出来るようにするものとする。 

 
第３条（運営方針） 

１ 事業の提供にあたっては、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対し

て、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事、入浴及び排泄等の介護その他日常生

活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者

の生活機能の維持及び向上に努める。 

２ 事業の実施にあたっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割

を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。 

３ 事業の実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービス、地域住民等と

の連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

４ 提供する事業の質の評価を行うとともに、定期的に外部のものによる評価を受けて、

それらの結果を公表し、常に改善を図る。 

５、事業の実施にあたっては、利用者の人権の擁護、虐待の防止などの為、必要な体制の

整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施するなどの措置をこうじるものとする。 

６、指定認知症対応型共同生活介護(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)を提供する

にあたっては、介護保険法第１１８条の２第１項に規定する介護保険等関連情報その他必

要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。 

 

第４条（事業所の名称及び所在地） 

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

 

事業所名称 グループホームいがしま 
所在地 名護市久志１９２番地 
 

第５条（従業員の職種、員数及び職務内容） 

１ 事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。 

（１）施設長 １名(介護職兼務) 



事業所の従業者に対して遵守すべき事項について指揮・命令を行う。 

（２）管理者 １名（常勤兼務） 

管理者は、業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行う。 

（３）計画作成担当者 １名 介護支援専門員（ 非常勤 １名) 

計画作成担当者は認知症対応型共同生活介護・介護予防計画の作成を担当する。 

（４）介護主任 １名 

介護主任は介護現場のリーダーとして、育成や指導、マネジメントを行う。 

（５）介護従事者 ７名以上 

介護従事者は認知症対応型共同生活介護・介護予防を提供するにあたり、利用者の心身

の状況を的確に把握し、利用者に対し適切な介助を行う。 

 
第６条（営業日及び営業時間） 

事業所の営業日及び営業時間は次の通りとする。 

（１）営業日  年中無休 

（２）営業時間 ２４時間 

 
第７条（利用定員） 

事業所の利用定員は９人とする。 

 
第８条（事業内容） 

１ 事業内容は次のとおりとする。 

（１）日常生活の援助 

   日常生活動作に応じて必要な介助を行う。 

（２）健康チェック 

   血圧・体温・体重・酸素量等の測定、利用者の全身状態の把握 

（３）日常生活上の機能訓練 

   利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する為の機能訓練及び心身の

活性化を図る為の支援を行う。また、外出の機会を確保、その他利用者の意向を踏

まえた支援を行う。 

（４）食事支援 

   ①食事の準備、後片付け 

   ②食事摂取の介助 

   ③その他必要な介助 

（５）入浴支援 

①入浴または清拭 

②衣服の着脱、身体の清拭、洗髪の介助 

③その他必要な介助 

（６）排泄支援 

 利用者の状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な

援助を行う。 

 
第９条（認知症対応型共同生活介護計画） 



１ サービスの提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれてい

る環境並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、他の従業者と協議の上、援助目

標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等記載した認知症対応型共

同生活 介護計画（以下「介護計画」という。）を個別に作成する。 

 ２ 介護計画の作成にあたっては、地域における活動への参加の機会の提供等によ   

   り、利用者の多様な活動の確保に努める。 

 ３ 介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者等に対して説明し、利用 

   者の同意を得る。 

４ 介護計画を作成した際には、当該介護計画を利用者に交付する。 

５ 利用者に対し、介護計画に基づいてサービスを提供するとともに、継続的なサー 

  ビスの管理、評価を行う。 

６ 介護計画の作成後においても、常にその実施状況及び利用者の様態の変化等の把握

を行い、必要に応じてこれを変更する。 

７ 介護計画の目標及び内容については、利用者等に説明を行うとともに、その実施状

況や評価についても説明を行い記録する。 

 
第１０条（利用料その他の費用の額） 

１ 介護サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるも

のとする。 

２ 事業所が提供するサービスの利用料は、介護保険法に基づき厚生労働大臣が定める

基準によるものとし、介護サービス給付費及び適合する処遇改善等の加算の１割～

３割の相当額、並びに居室料、食材料費、光熱水費及び共益費その他所定の日用品

費を合計した額とする。 

 

※代金は下記の表の通りとする。 

項目 料金 項目 料金 排泄用品 料金 

食材費 42,000 円／月 理美容代 実費 
リハビリパ

ンツ 
時価／実費 

項目 料金 項目 料金 排泄用品 料金 

家賃 33,000 円／月 通院の付き

添い 
５００円／1

時間 
テープ止め

タイプ 
時価／実費 

水 道 

光熱費 
1５000／月 

その他個人

が使用する

物 
実費 

フラットタ

イプ 
時価／実費 

    
尿取りパッ

ト 
時価／実費 

 

３ 費用を変更する場合は、あらかじめ文書にて説明を行い同意を得る。 

４ 前各項の利用料の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用を区別して記載し

た領収書を交付する。 

5   通院の付き添いについては基本的にご家族様対応となりますが、ご家族が何らかの

理由により、対応が困難な場合において施設代表者と相談の上対応を行うものとす

る。職員一人当たり５００円×時間での計算を行い、二人対応の場合については二



人分の料金の額について支払いを受けるものとする。 

 
第１１条（入居にあたっての留意事項） 

１ サービスの対象は、要介護状態であって、認知症の状態にあるもので少人数による

共同生活を営むことに支障がない者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は

対象から除かれる 

（１）認知症に伴う著しい精神症状を伴う場合。 

（２）認知症に伴う著しい異常行動がある場合。 

（３）認知症の原因となる疾患が急性の状態にある場合。 

２ 利用者は入居に当たって次の事項に留意するものとする。 

（１）外泊の際は従業員へ届け出ること。 

（２）原則として喫煙・飲酒は禁止とする。 

（３）面会時間は８時から２１時までとする。 

（４）承諾なしに他の利用者の居室に立ち入らないこと。 

３ 入居申込者の入居に際しては、主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症

の状態にあることの確認を行う。 

４ 入居申込者が入院治療を要する者であること等、入居申し込み者に対して必要なサ

ービスを提供することが困難であると認められる場合は、適切な介護保険施設又は

医療機関等を紹介する等の適切な措置を速やかに講じる。 

 

第１２条(協力医療機関など) 

１ 事業所は主治医との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ、協力医療機関を定めるものとする。 

２ 事業所は、あらかじめ、協力歯科医療連携機関を定めるものとする。  

 

第１３条（緊急時における対応方法） 

１ 職員はサービス実施中に利用者の心身の状況に異常その他緊急事態が生じたときに

は、速やかに主治医へ連絡し必要な処置を講ずるとともに、管理者へ報告しなけれ

ばならない。 

２ サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡

するとともに、必要な措置を講じる。また、その事故の状況及び事故に際してとっ

た処置について記録する。 

３ 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発防止の対策を講じる。 

 
第１４条（非常災害対策） 

１ サービスの提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適

切な措置を講ずる。また、代表者、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路

及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。 

２ 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防

火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年２回定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行うものとする。また、訓練の実施に当たっては、地域住民の

参加が得られるよう連携に努めるものとする。 



 
第１５条（身体拘束等の禁止） 

１ 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを

得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行わない。 

２ 前項の規定による身体拘束等は、あらかじめ利用者の家族に説明を行い、同意を文

書で得た場合のみその条件と期間内においてのみ行うことができる。 

３ 前各項の規定による身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。  

４ 事業所は、身体拘束等の適正化を図る為、次に掲げる措置を講じる。 

(１)身体的拘束などの適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置などを活

用して行うことができるものとする)を３月に１回以上開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。 

(２)身体拘束などの適正化のための指針を整備する。 

(３)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束などの適正化のための研修を定期的に

実施する。 

 
第１６条(虐待防止に関する事項) 

１ 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又は、その発生を防止するため次の措

置を講ずるものとする。 

(１)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置などを活用して行うこと

ができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知

徹底を図る。 

(２)虐待防止のための指針の整備 

(３)虐待を防止するための定期的な研修の実施 年３回以上  

(４)前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は、擁護者(利用者の家族当高齢

者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速や

かに、市町村に通報するものとする。 

 

第１７条（衛生管理） 

１ 事業所は、利用者の使用する施設及び、食器やその他の介護サービスに使用する備

品等を清潔に保持する為、日々の清掃・消毒を施すなど、常に衛生管理に努めなけ

ればならない。 

２ 飲食に供する水及び食材等について、衛生的な管理に努めるとともに、必要な措置

を講じるものとする。 

３ 事業所において食中毒及び感染症が発生し又はまん延しないように次の各号に掲げ

る必要な措置を講じるものとし、必要に応じ保健所の助言、指導を求める。 

(１)事業所は、感染症の予防及び蔓延の防止のために対策を検討する委員をおおむね６

か月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

 (２)事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。 

(３)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練



を定期的に開催する。 

 
 第１８条（苦情処理） 

 １ サービスの提供に係る利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要

な措置を講じる 

 ２ サービスの提供に係る利用者等からの苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等

を記録する。 

 ３ 苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の

内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取り組みを行う。 

 ４ 事業所は、提供したサービスに関し、介護保険法第２３条の規定により市町村が行

う調査に協力するとともに市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は

助言に従って必要な改善を行う。 

 ５ 提出したサービスに係る利用者または家族からの苦情に関して国民健康保険団体連

合会が行う介護保険法第１７６条の調査においては、当該指導又は助言に従って必

要な改善を行う。 

 
 第１９条（個人情報の保護） 

１ 秘密保持の厳守 

  事業所の従業員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する為, 

従業員でなくなった後も秘密を漏らすことがないよう、就業規則に記載するとと 

もに損害賠償などを含める内容の雇用契約の締結を行い遵守しなければならない 

 ２ 個人情報の取り扱いについて 

 ① 利用者の個人情報を含む介護計画書、各種記録等については、関係法令及びガイ 

     ドライン等に基づき個人情報の適切な取り扱いを遵守し個人情報の保護に努め 

るものとする。 

③ 事業者は、サービスの提供以外での目的では原則的に利用しないものとし、サー 

     ビス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、 

     利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書によ 

    り得るものとする。 

３ 個人情報の閲覧及び開示について 

  事業所で作成し保存している利用者の個人情報、記録については、利用者及びそ 

     のご家族の求めに応じて、事業所でのサービスに係る記録を閲覧及び開示しま 

     す。資料作成に係る費用については自己負担が発生します。 

 

第２０条（運営推進会議） 

１ 介護サービスが地域に密着し地域に開かれたものにするため、運営推進会議を開催

する。 

２ 運営推進会議の開催は、おおむね２ヶ月に１回とする。 

３ 運営推進会議のメンバーは、利用者、利用者家族、行政職員、地域住民の代表者、

事業所職員、知見人とする。 

４ 会議の内容は、事業所のサービス内容の報告及び利用者に対して適切なサービスが

行われているかの確認、意見交換、交流等とする。 



５ 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当

該記録を公表する。 

 

第２１(業務継続計画の策定等) 

１ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を

継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以

下)「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講

じるものとする 

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及

び訓練を年２回以上定期的に行い、業務継続計画の見直し、必要に応じて計画の変

更をおこなうものとする。 

 
第２２条（記録の整備） 

１ 事業所は職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。 

２ 利用者に対する認知症対応型共同生活介護・介護予防の提供に関する、介護計画及

び提供した具体的なサービス内容等の記録を整備し契約終了から５年間保存する。 

3   ご利用者及びその家族は、施設に対して保管しているサービス提供記録等の閲覧お

よび複写物の交付を請求する事が出来ます。 

 

第２３条（その他の運営に関する重要事項） 

１ 事業所は、全ての介護従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機

会を次のとおり設ける。また、業務体制を整備する。 

(１) 採用時研修 採用後 3 か月以内 

(２) 継続研修  年 3 回 

２ サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、

あらかじめ文章により得ておくものとする。・・・同文書有削除 

３ ハラスメントの防止に向けて事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務

上必要かつ、相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化など必要な措置を講じるものとし、就業規則において罰

則等について明記する。また、相談窓口の設置を行い問題についての早期対応に努

力し、定期的な研修をおこなう事で職員全体への周知を行っていきます。 

４ 介護サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用者申込書及びその家族に対し、

運営規定の概要、従業員の勤務の体制その他の利用申込のサービス選択に資すると

認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始につい

て利用申込の同意を得る。 

５ 事業所は、介護サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する保険証等に

よって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の期間を確かめるも

のとする。 

６ 事業所は前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定

審査会意見に配慮して事業を提供するものとする。 



７ 介護サービスの提供を受けている利用者が、正当な理由なしに介護サービスの利用

に関する指示に従わない事により、要介護状態等の程度を増進させたと認められる

ときは、遅滞なく、意見を付しての旨を市町村に通知するものとする。 

８ この規定に定める事項のほか、事業所の運営に関する重要事項は一般社団法人いが

しまと事業所の代表者、管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

９ 事業所は、行政等からの依頼による調査への協力を行うものとする。 

１０ 事業所は営業に当たり、広告内容が虚偽又は誇大なものとならないように留意を行

うものとする。 

１１ 事業所は利用者等から金品等の受け取りによる、利益供与等の禁止を行ものとする。 

 

 

この規定は平成２４年４月１日から施行する。 

この規定は平成２７年年１１月１日から施行する。 

この規定は令和元年１２月１日から施行する。 

この規定は令和 4 年 4 月１日から施行する。 

この規定は令和 4 年１１月１日から施行する。 

この規定は令和５年２月１日から施行する。 

この規定は令和５年１１月１日から施行する。 

この規定は令和６年４月１日から施行する。 


